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公用自動車賃貸借（岩出山分院）仕様書 

 
１ 件名 
  公用自動車賃貸借（岩出山分院） 
 
２ 納車時期及び場所 
 （１）納車希望日 令和７年５月１２日  

（２）納車場所  大崎市民病院岩出山分院（大崎市岩出山字下川原町８４番地２９） 
 
３ 賃貸借期間 

令和７年５月１２日以降の車両登録日から８４か月 
（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 
４ 支 払 方 法   

月払（８４回）  

本賃借料の支払は月払いとする。受注者は月末締めで請求し，発注者は，受注者から適法な 
支払請求を受けた日から，３０日以内に賃借料を支払うものとする。 

 
５ 契約形態 

基本として，メンテナンスリースとする。 
 （１） メンテナンス工場は，大崎市内とする。 
 （２） 車検，点検及び走行できない状況になった時は，指定する場所まで車両を引き取りに来る 

こととし，完了後は納車すること。 
 

６ 契約に含まれる料金 

（１） 公租公課費用 
（２） 自賠責保険料 

（３） リサイクル料金 
 （４）定期点検（６ヶ月毎）及び法定点検 
 （５）車検整備費用 

 （６）一般整備（故障修理含む） 
 （７）エンジンオイル・エレメント交換（定期点検時又は５，０００ｋｍ毎） 
 （８）タイヤの履き替え（夏→冬・冬→夏）及びタイヤ保管費用 
 （９）エアコンのガス充填費用 
 （１０）バッテリーの交換費用（１個） 
 （１１）リース車両返還時において，自然退色及び自然腐食している部分の補修は，受注者の負担 

とする。 
（１２）代車費用（納車希望日に納車できない場合，納車されるまでの期間分の代車費用も含むこ

と。） 



７ 車両条件 
 （１）性能・諸元等 

ア 総排気量   １１００ｃｃ～１５００ｃｃ 

イ 台数     １台 
ウ ドア数    ４ドア又は５ドア 
エ 乗車定員   ５人 
オ エンジン   ハイブリットシステム 
カ 燃料種類   レギュラーガソリン 
キ 変速機形式  ＡＴ 
ク 駆動方式   ４輪駆動 
ケ 操舵装置   ラック＆ピニオン 
コ 塗装色    白又はシルバーとする 
サ 車両寸法   全長３，９００mm 以上４，２００mm 以下 
         全幅１，５００mm 以上１，７００mm 以下 
         全高１，４５０mm 以上１，７１０mm 以下 
         地上高１２０mm 以上１９０mm 以下 
シ その他の条件 

（ア）国産の未登録自動車（自動車登録令（昭和２６年政令第２５６号）の登録がされ 
ていない，いわゆる新車）であること。 

     （イ）平成３０年度排出ガス基準低減車かつ令和２年度燃費基準達成車であること。 

      
（２）参考車種 

ニッサン ノート 

他メーカー及び他同等車両可 

上記例示製品又は同等品による入札を可とする。ただし，同等品での入札の場合は，別紙 

「物品調達の入札における同等品の取扱いについて」に基づき，必ず入札前に同等品の確認 

を受けること。 

同等品の要件は，７ 車両条件（１）を満たす車種であること。 

（３）付属品（標準装備されていない場合に追加のこと。） 
   ア カーナビゲーション 
   イ エアコン 

ウ フロアマット 

エ パワーウインドウ 

オ ホイール付き冬用タイヤ（数量は４本とし，標準装備のタイヤと同等のサイズの 

国産のものとする。） 

カ サンバイザー（運転席・助手席） 

   キ ドアバイザー（運転席・助手席） 
ク エアバッグ（運転席・助手席） 

ケ ドライブレコーダー（前後の撮影ができるもの） 

コ バックモニター 



サ 上記記載の装備装着に必要な装備 

※上記以外の追加仕様は原則認めない。 

（４）代車条件 

納車希望日に納車できない場合の代車については，7 車両条件（１）性能・諸元・台数等の

条件を満たすものとする。ただし，ハイブリッド車に限定せず，7 車両条件（３）付属品の条

件については任意とする。 

 
８ 取扱説明等 
   受注者は，発注者に対し，自動車納入時に注意事項等の取扱説明を行うこと。 
 
９ 納車時検査 
 （１）検査の内容 
   ア 数量，品質，規格，性能等について仕様書等との差異がないかどうか発注者が確認を行う。 
   イ 無負荷又は負荷をかけ，適当な操作を行い，機能の確認を行う。 
   ウ その他発注者が指定する検査職員が必要と認める検査を行う。 
 （２）検査費用等の負担 
    検査に要する器具等の準備及び検査に要する費用等が発生した場合は，受注者が負担するこ

と。 
 （３）その他 
    検査の結果，瑕疵が発見された場合は，受注者は検査職員と協議の上，速やかに新品と交換

又は無償で修理を行うこと。 
 
１０ 保証 

（１） 納入後において，契約不適合が発見された場合は，発注者と協議の上，速やかに新品と 
交換又は無償で修理を行うこと。 

 （２）構造上の欠陥等による重大な故障が発生した場合は，受注者は無償で修理を行うこと。 
 
１１ 暴力団等の排除について 

（１）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。

以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除するこ

とがある。 

（２）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若しく

は受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除規則

の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。 

（３）この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から

不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行

うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，

暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。 

    なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発

注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，

必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。 

 



１２ 長期継続契約の該当について 

本件は，地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 234 条の 3及び大崎市長期継続契約を締結

することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当するため，以下の点に留意す

ること。 

（１）発注者は，翌年度以降における発注者の歳出予算において，既契約済の契約金額について減

額又は削除されたときは，契約の変更又は解除をすることができるものとする。 

（２）発注者は，前項の規定によりこの契約を変更又は解除をした場合において，受注者に損害を

生じさせたときは，受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠

償額は，発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 
１３ その他 

（１）入札金額は，８４か月の総額（税抜）を記載すること。 
（２）自動車任意保険は，発注者において加入するものとする。 
（３）請求書・通知等の送付先 

   大崎市民病院 岩出山分院  大崎市岩出山字下川原町８４番地２９ 

   大崎市病院事業管理者（請求書宛名） 

（４）車検・点検時の案内を適宜（３）請求書・通知等の送付先に通知すること。 

（５）予定走行距離は５００ｋｍ／月とする。 
（６）納車日が令和７年５月１２日以降になる場合は，速やかに発注者と協議の上，代車を用意す

ること。 
（７）代車の付属品は原則７ 車両条件（３）のとおりとするが，ドライブレコーダーは前のみで

も可とする。また，同等車両であれば駆動及びグレードは問わないものとする。 
（８）契約内容等に疑義が生じた場合は，発注者と受注者がその都度協議の上，善処すること。 

 



件名 数量 単位 積算単価（円） 積算価格（円）
消費税
区　分

公用自動車賃貸借
(代車費用を含む)

84 か月 課税

10.0%

参考明細書
摘要

消費税額 適用税率

計（税込）

計（税抜）


